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民間社会福祉施設等設置者様
愛知県健康福祉部長
（公印省略）
社会福祉施設等における新型インフルエンザに係る今後のクラスター
（集団発生）サーベイランスへの協力について（依頼）
社会福祉施設等における新型インフルエンザに係るクラスター（集団発生）サーベイランスへの協力については、平成２１年７月１日付け２１地福第４２９号及び平成２１年８月３日付け２１地福第５５１号において民間社会福祉施設等設置者等へ依頼したところですが、平成２１年８月２５日付けで厚生労働省から事務連絡がありました。

今回の事務連絡は、今後のサーベイランス体制について、平成２１年８月２５日付け事務連絡「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）に係る今後のサーベイランス体制について」（厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務局。以下「８月２５日本部事務連絡という。）（別添）のとおりとされ、同日から運用されることとなったというものです。

社会福祉施設等においては、発生時に保健所へ連絡した場合の保健所の対応について、別記１のとおり変更がありましたので、御承知おきください。保健所への連絡については、別記２のとおり従来と変わりありません。

なお、社会福祉施設等における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスについては、８月２５日本部事務連絡の別紙２を参照してください。
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別記

１　主な変更点（８月２５日本部事務連絡の別紙２を参照）
社会福祉施設等の施設長等から新型インフルエンザ発生の連絡を受けた場合、保健所は、従来は、「検体を採取し、新型Ａ／Ｈ１Ｎ１インフルエンザ感染の有無を確認すること。」となっていたが、新型インフルエンザの集団発生であることを確認するためのＰＣＲ検査は原則実施する必要はないとされたため、今後は、「社会福祉施設等の施設長等に対し、施設内におけるインフルエンザ様症状を呈する者の数や感染状況等を把握するよう依頼する。」こととなった。
また、保健所が構ずる対策についても、より具体的に示された。　

２　保健所への連絡（従来と変わりなし）
社会福祉施設等の施設長等は、入所者、利用者、職員等においてインフルエンザ様症状を有する者の発生後７日以内に、その者を含め２名以上が、医師の診察を受けたうえで新型インフルエンザの感染を強く疑われた場合、保健所に連絡する。

